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カテゴリー:危機管理 

 

県営水道送水管における 
漏水事故の発生について【第２報】 

 
 令和８年２月１２日午前１１時ごろに発生した漏水事故は復旧が完了しました。 

また、これにより県営水道の送水を一時停止していた地域（川口市の一部及び草加

市の一部）においても送水が復旧しています。 

なお、第三者への被害状況については引き続き確認中です。 

 

１ 事故概要 

（１） 発生日時 

   令和８年２月１２日（木）午前１１時００分ごろ 

（２） 発生場所 

   川口市赤芝新田地内（市道神根７０８号線） 

 

２ 復旧状況 

（１） 復旧作業 

１３時２４分 現場での水の吹き出し停止 

１４時３０分 復旧作業完了 

１５時００分 送水開始 

（２） 交通規制 

１３時２４分解除（市道神根７０８号線） 

 

３ 被害状況 

  ・各家庭及び事業所への断水等の影響なし 

 ・第三者への被害状況は引き続き確認中 

令和８年２月１２日 

企業局 水道管理課 
施設管理担当 河岸・藤原 

直通 048-830-7077 
内線 7077 

E-mail: a7070-03@pref.saitama.lg.jp 


